
危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を推進することにより、各事業所における自主

保安体制の確立を図るため「危険物安全週間」を実施します。 

 

【期間】 

令和 8 年 6 月 7 日（日）から６月１3 日（土）までの７日間 

 

【推進標語】 

「つかみ取れ！めざす無事故の頂を」 

 

【危険物について】 

危険物は、ガソリンや灯油などの燃料のほか、塗料、エアゾールスプレーなど幅広く使用

されており、私たちの生活に欠かせないものとなっています。 

 しかし、保管や取扱方法を誤ると事故や火災などを引き起こす危険性があります。 

この機会に危険物を取り扱う事業所の方はもちろん、家庭においても危険物の安全な取扱

い、保管方法、危険性について再確認し、危険物の事故や火災を防ぎましょう。 

 また、日常生活で使用する機会が多い消毒用アルコ―ルについては、危険物に該当するも

のもあります。使用する前に消毒用アルコールの使用上の注意事項を確認し、安全に使用し

ましょう。 

消毒用アルコールの安全な取扱いについて ※１ 

 

【事業所の皆さまへ】 

◆危険物取扱者について 

危険物施設における危険物の取り扱いは危険物取扱者でなければ行ってはならず、それ以

外の者が取り扱う場合は、危険物取扱者の立会いが必要です。（丙種は立会いができません。） 

 

◆保安講習について 

危険物施設において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、都道府県知事等が行う

危険物の取扱作業の保安に関する講習を、定期的に受講しなければなりません。 

保安講習日程・受講案内 ※２ 

 

◆定期点検について 

次の施設は１年に１回以上の定期点検を実施しなければなりません。 

 ・製造所 → 指定数量の倍数が１０以上及び地下タンクを有するもの 

 ・屋内貯蔵所 → 指定数量の倍数が１５０以上 

 ・地下タンク貯蔵所 → すべて 

 ・移動タンク貯蔵所 → すべて 

 ・給油取扱所 → 地下タンクを有するもの 

 ・一般取扱所 → 指定数量の倍数が１０以上及び地下タンクを有するもの 

 

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/alcohol/items/alcohol_leaflet.pdf
https://fukuoka-kenkikyo.jp/kiken_hoan.html


◆危険物施設の設置等について 

指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施設を設置する場合及びこれらの危

険物施設の位置、構造又は設備を変更する場合には、あらかじめ飯塚地区消防組合長の許可

を受けなければなりません。 

 

【問い合わせ先】 

飯塚地区消防本部予防課 

電話（０９４８）２２－７６０７ 


